
「四日市市企業版ふるさと納税特設サイト」構築・運営業務委託   

公募型プロポーザル審査要領 

 

本業務は、「四日市市企業版ふるさと納税特設サイト（以下「特設サイト」という）」を制作し、企

業版ふるさと納税（地方創生応援税制）制度を効果的に活用し、歳入確保を図るとともに、企業

との共創事業の取り組みや寄附募集事業について積極的・効果的な紹介・発信の強化をできる

よう業務を委託するものである。 

この要領は、本市が実施する本業務に係る契約候補者を選定するために行うプロポーザル審

査について、必要な事項を定めるものである。 

 

１．審査方法 

審査は、プロポーザル申込者（以下「申込者」という。）からの提出書類（提案書、業務の取組

方針、業務工程表、会社概要、参考見積書、業務実績書）について、評価基準に基づき審査する。 

審査員は、提出書類に基づき、審査項目ごとに評価・採点を行う。 

なお、申込者が１社のみであった場合においても、審査員において審査を実施し、本業務を実

施するにふさわしいか否かを評価する。 

各審査員の採点した平均得点が２００点満点換算で、１３３点に満たない事業者は契約候補者

に選定しない。 

 

２．契約候補者の決定 

（１）本市は、審査員の審査結果に基づき、第１順位の契約候補者を決定する。契約候補者との契 

約締結に当たっては、契約候補者と提案内容について詳細に協議及び契約内容の調整を行 

い、双方合意の上、契約を締結する。 

 

（２）審査結果は、契約候補者が決定したのち、速やかに各申込者に対して、書面により通知する 

とともに本市ホームページにて公表する。 

 

公表予定時期：令和７年５月２６日（月）予定 

※審査及び選定の内容に関する問い合わせには応じない。 

 

（３）第１順位の契約候補者と契約締結に至らなかった場合には、次点の者と契約の交渉を行う。 


